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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた 

対応（イベント中止等）の継続について 

  

本市におきましては、現在、3月 20日までの間、市主催のイベント等について、原則

中止または延期の措置を講じているところですが、今般、国における「緊急事態宣言」

を可能にする特別措置法の改正や、大阪府での感染者拡大などの状況を勘案し、3月 16

日（月）に開催した第 20回新型コロナウイルス対策本部会議におきまして、下記のと

おり、イベント等の中止または延期の措置などを、3月 31日まで継続する方針を決定し

ましたので情報提供いたします。取材等をよろしくお願いします。 

 

記 

〈貝塚市における方針〉 

 今後、3月 31日まで、以下の取り扱いを継続します。 

 ① 貝塚市主催で、市民など不特定多数の人が参加するイベントや集会を、原則、開催

中止又は延期とします。 

   ただし、行政サービスとして必要と判断した事業などは、感染予防に配慮したうえ

で実施します。 

 ② 貝塚市が構成団体となる組織等が開催するイベントや集会については、自粛に向け

た調整を行います。 
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